様式第21号（第27条関係）
	（表面）
	

	
第　　号
借上げ型住宅検査員証

職
氏名

　上記の者は、富岡町移住者向け借上げ型住宅貸付事業実施要綱第　条の規定に基づく検査員であることを証明する。

　　　　　年　　月　　日
富岡町長　　　　　　　　　　㊞
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富岡町移住者向け借上げ型住宅貸付事業実施要綱（抜粋）
(立入検査)
第27条　町長は、借上げ型住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に、借上げ型住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。 
2　前項の検査を行う場合において、現に使用している借上げ型住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。 
[bookmark: _GoBack]3　第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票（様式第21号）を携帯し、入居者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
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